
平成１９年度「放課後子どもプラン」関係予算（案）の概要 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課 

 ◯ 総合的な放課後児童対策（「放課後子どもプラン」）の創設  

                             １５，８４９百万円 

各市町村において教育委員会と福祉部局が連携を図り、「放課後児童クラブ」 

と文部科学省が実施するすべての子どもを対象とした「放課後子ども教室推進 

事業」を一体的あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」を創設し、 

両省連携のもと、学校の余裕教室等を活用して、原則としてすべての小学校区 

で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所の確保を図る。 

 

 

（１）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の必要な全小学校区への設置促進 

                             １５，６５９百万円 

放課後児童クラブの未実施小学校区の早急な解消や適切な運営の確保等を図るた

めのソフト及びハード両面での支援措置を講じる。 
 

① 放課後児童クラブ運営費（ソフト事業）       １３，８４５百万円 

  ア か所数の増  １４，１００か所 → ２０，０００か所 

  イ 補助単価等の見直し 

   ○ 基準開設日数の設定（２８１日以上→２５０日以上） 

    ・ 地域によっては保護者の就労等による土曜日開所の必要性が薄れてきている状

況から、開所しない場合にも標準的な補助とするよう要望が出されていること等を

踏まえ、授業日、長期休業日（土曜、日曜及び祝日を除く）及びクラブ運営上必要

な開所日を合わせた日数（＝２５０日）を基準開設日数とし、弾力化を図るととも

に、２５０日を超えて開所するクラブについては、日数に応じ加算措置（３００日

を限度）を講じる。 

○ 必要な開設日数の確保 

・ 子どもの生活実態や保護者の就労形態に即した適切な運営確保の観点から、補助

対象の開所日数を２５０日以上とすることにした。このため、特例措置として認め

ていた２００日以上２５０日未満開所のクラブについては、３年間の経過措置後、

補助を廃止する。 

   ○ 適正な人数規模への移行促進 

    ・ 「放課後子どもプラン」に基づき、１９年度以降余裕教室等の活用が見込まれ

ることや、子どもの情緒面への配慮及び安全性の確保の観点から、適正な人数規模

への移行を図るため、７１人以上の大規模クラブについては、３年間の経過措置後、

補助を廃止し、規模の適正化（分割等）の促進を図る。 



（千円）

単価

　

開設日数

（日）
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3,058

2,640
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1,611

［１９’単価（案）］
　　①３００日以上　　 ３，０５８千円（＋４１８千円）
　　②２８１日　　　　　　 ２，８１１千円（＋１７１千円）
　　③２５０日　　　　　 ２，４０８千円（＋７９７千円）
　　④２００～２４９日　　１，６１１千円（±　　０千円）

（参考）平成１９年度補助単価のイメージ（児童数３６～７０人の場合）

※　実線は１８’単価
　 　太線は１９’単価（案）
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 ［200日以上～281日未満
　18’単価　1,611千円（一律）］

 ［281日以上～
　18’単価　2,640千円（一律）］
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② 放課後児童クラブ創設費等（ハード事業）       １，８１４百万円 

ア 創設費補助の充実【児童厚生施設等整備費】 

   ・ 学校の敷地内等に放課後児童クラブ室を新たに設置する際の創設か所数の増を図る。 

イ 改修費補助の充実【放課後子ども環境整備等事業〔保育環境改善等事業を名称変更〕】 

・ 既存施設（学校の余裕教室、商店街の空き店舗等）を改修して、放課後児童クラ

ブ室を設置する際の改修か所数の増を図る。 

ウ 設備費（備品の購入等）補助の創設【放課後子ども環境整備等事業】 

・ 既存施設（学校の余裕教室、商店街の空き店舗等）において、新たに放課後児童ク

ラブを実施する際の冷暖房器具の設置や冷蔵庫及び調理器具等を購入する場合にも

補助対象（１か所当たり１，０００千円を限度）とする。 
 

（２）放課後子ども教室推進事業（文部科学省）との連携促進    １９１百万円 

① 放課後子どもプラン指導員(者)研修の開催【両省で計上】 

  ・ これまで事業毎に実施していた指導員(者)研修を、各都道府県等において合

同で開催する。 

② 放課後子どもプラン運営（推進）委員会の設置促進【文部科学省で計上】 

  ・ 学校関係者や福祉関係者、地域住民等が参画し、両事業の効率的な運営方法

や活動内容等を協議する委員会を市町村及び都道府県に設置する。 

③ 両事業の円滑な実施や活動を促すためのコーディネーターの配置【文部科学

省で計上】 

  ・ 両事業の一体的な実施に伴う調整や、活動プログラムの企画立案及び実施方

法の検討等を行うコーディネーターを各小学校区に配置する。 


